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2 －1 計画策定の目的

2 －2 計画の性格・範囲

朝霞市においては、平成９年３月に「朝霞市女性行動計画＊」を策定し、各種の女性政策事業を市民

とともに展開してきました。

この間、国においては、男女平等をめぐる国際的潮流と併せ、国内における男女平等の進展に向けて、

平成１１年６月に「男女共同参画社会基本法＊」を制定しました。法の中では、男女が、互いにその人権

を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現を、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけています。

こうした動向を背景として、朝霞市では、市民参画による研究・検討の結果、平成１５年３月に「朝霞

市男女平等推進条例」を制定し、男女が平等な社会の実現に向けて推進を図っています。

しかしながら、性別による固定的な役割分業意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、ドメ

スティック・バイオレンス（DV）が顕在化するなど男女平等の実現には多くの課題が残されています。

朝霞市におけるこれまでの女性政策や男女平等推進の成果を検証し、「朝霞市男女平等推進条例」の

理念や社会経済環境の変化などを踏まえ、「朝霞市女性行動計画」を男女平等推進の観点からさらに進

展させるものとして、男女平等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために「朝霞市男女

平等推進行動計画」を策定しました。

「朝霞市男女平等推進行動計画」の策定から、５年を経て見直しを行い、男女平等推進の基本的な方

向性を示した「朝霞市男女平等推進行動計画後期基本計画」を策定します。

（１）「朝霞市男女平等推進条例」第１０条に基づき、朝霞市において男女平等を進めていく上での施策の

基本的な方向を明らかにした計画です。

（２）市の総合振興計画を踏まえるとともに、国の「男女共同参画基本計画」、「埼玉県男女共同参画推進

プラン２０１０～あなたらしさを発揮して～」などの上位・関連計画と整合した計画です。

（３）市民の意見や朝霞市男女平等推進審議会の提言を反映した計画です。

（４）市民及び事業者等と、連携・協働して取り組むための計画です。
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2 －3 計画の構成・期間

計画の構成と期間

平成１８年度
（２００６） １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 平成２７年度

（２０１５）

基本理念、重点課題と施策目標、重点プロジェクト
（平成１８～２７年度）

基 本 計 画

前期（平成１８～２２年度） 後期（平成２３～２７年度）

実施計画
（平成１８～２０年度）

実施計画
（平成２３～２５年度）

実施計画
（平成２０～２２年度）

実施計画
（平成２５～２７年度）

「朝霞市男女平等推進行動計画」は「基本計画」と「実施計画」をもって構成します。

「基本計画」の期間は平成１８年度から平成２７年度の１０年間で、うち、平成１８年度から平成２２年度を「前

期」、平成２３年度から平成２７年度を「後期」として、男女平等推進の基本的な方向性を示した計画とし

ます。ただし、社会情勢の変化などに伴い適宜見直しを行うものとします。

「実施計画」の期間は３年間で、「基本計画」で定めた施策等に基づく、男女平等推進の具体的な事

業内容を示した計画とします。
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2 －4 男女平等に関する朝霞市の特徴

項 目 埼玉県 朝霞市 県に対す
る割合 指標

人口

総人口 （国調）※１ （人）（H１７） ７，０５４，２４３ １２４，３９３ １．８％ １．００

出生者数 （住基）※２ （人）（H１８） ６０，１２４ １，４３４ ２．４％ １．３５

６５歳以上人口 （国調） （人）（H１７） １，１５７，００６ １６，８６３ １．５％ ０．８３

世帯

一般世帯数 （国調） （世帯）（H１７） ２，６３０，６２３ ５２，２５３ ２．０％ １．１３

６５歳以上のいる世帯（国調） （世帯）（H１７） ７８８，４１１ １１，８３０ １．５％ ０．８５

核家族世帯 （国調） （世帯）（H１７） １，６９３，０５２ ３０，４８９ １．８％ １．０２

土地 面 積 （国土地理院） （�）（H２０） ３，７６７．０９ １８．３８ ０．５％ ０．２８

住宅 新設住宅着工戸数 （戸）（H１９） ６４，６６７ １，０３４ １．６％ ０．９１

農業 農業産出額 （１，０００万円）（H１８） １，９４５ ８３ ４．３％ ２．４２

工業

製造業事業所数 （H１９） １５，１３５ ２３９ １．６％ ０．９０

従業者数 （人）（H１９） ４４０，３５９ ４，９６２ １．１％ ０．６４

製造品出荷額等 （１００万円）（H１９） １，４９４，７５５，０３９ １１，３０４，５４６ ０．８％ ０．４３

商業

小売商店数 （H１９） ４４，５７３ ５５５ １．２％ ０．７１

従業者数 （人）（H１９） ３５７，２２３ ５，０６８ １．４％ ０．８０

販 売 額 （１００万円）（H１９） ６，３３７，８４０ ９０，６９１ １．４％ ０．８１

卸売商店数 （H１９） １１，８５４ １３８ １．２％ ０．６６

従業者数 （人）（H１９） １０９，７９９ １，０８４ １．０％ ０．５６

販 売 額 （１００万円）（H１９） ８，８１６，０１０ ５７，２９０ ０．６％ ０．３７

資料：国勢調査、住民基本台帳人口要覧、国土地理院、建築統計年報、生産農業所得統計、工業統計表、
商業統計表

各指標の求め方 総人口（朝霞市／県）（％）＝１２４，３９３／７，０５４，２４３＝ １．７６３３％
（各項目の朝霞市／県）÷１．７６３３％ ＝ 指標

※１ 国勢調査の略。我が国の人口の状況を明らかにし、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として
実施する国の最も基本的な統計調査で、１９２０年以来ほぼ５年ごとに実施しており、直近の調査は平成
２２年です。

※２ 住民基本台帳の略。住所・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名と世帯主との続柄・住民となった年月
日・戸籍の表示などを記載した住民票をまとめたものが住民基本台帳です。

1 住宅が増え、子どもが多く生まれるまち

朝霞市の総人口は県の総人口の１．８％を占めています。これを「１」として朝霞市の各指標をみると、

出生者数は１．３５と人口水準に比して高く、逆に、６５歳以上人口は０．８３、６５歳以上のいる世帯も０．８５と低

く、県下でも子どもが多く生まれる若い都市です。また、核家族世帯数は１．０２と高く、核家族が増え人

口密度が高い都市であることがわかります。

産業関係はいずれの分野も人口に比して低い水準です。
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2 激しい転入・転出、３０歳代が多いまち

朝霞市の平成２１年の転入等は９，４５１人、転出等は９，１０２人と、３４９人の社会増です。平成７年以降は、

転入が減少傾向です。また、平成５、６年を除いて社会増が続き、総人口の増加につながっています。

転入・転出、社会増減の推移

資料：朝霞市市政情報課「住民異動月報」

平成２２年１月１日現在の性別・年齢別人口をみると、男女ともに３０歳代が最も多くなっています。ま

た、１０歳代後半～６０歳代前半では男性が女性を上回っています。

性別・年齢別人口

資料：朝霞市年齢（各齢）別男女別人口（平成２２年１月１日現在）
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3 初婚年齢が高く、ひとり暮らしの割合が高いまち

平成２０（２００８）年の朝霞市の女性の平均初婚年齢は２９．２歳、男性は３０．８歳と、国・県よりも高い年齢

となっています。平成１６（２００４）年から、男女ともに上昇傾向で、この５年間で女性は１歳高くなって

います。

平均初婚年齢の推移

資料：人口動態統計

平成２０年の離婚率（人口千対）は、２．０６で、国（１．９９）、県（２．０１）とほぼ同率になり、平成１６年か

ら一転し、低下しています。

離婚率の推移

資料：人口動態統計
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年齢別女性労働力率

平成１７（２００５）年の世帯型別世帯数割合は、核家族世帯（夫婦と子ども）３１．７％、単独世帯（６５歳未

満）２８．９％が並んで高く、あとは核家族世帯（夫婦のみ、高齢夫婦以外）１２．０％、核家族世帯（ひとり

親と子ども）６．７％などとなっています。県と比べると、単独世帯（６５歳未満）が１０．４ポイント高くな

っています。

世帯型別世帯数割合

資料：国勢調査（平成１７年度）

4 ３０歳代女性の子育て専業割合が高いまち

資料：国勢調査（平成１７年度）

平成１７（２００５）年の年齢別の女性労働力

率は２５～２９歳の７１．８％をピークに、３５～３９

歳で５８．０％にまで落ち込んだ後、ゆるやか

に上昇し、４５～４９歳で６８．３％と再度ピーク

を迎えた後、降下していくＭ字カーブにな

っています。県平均とはほぼ同じ割合です

が、３５～３９歳から４５～４９歳までの立ち上が

りがやや急です。国と比べると３０歳代を中

心に５５歳未満で低い割合です。
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注：「現実と希望の格差指数」とは、アンケート設問「現実で優先すること」「希望として優先すること」
において、「自分の活動に専念」を（＋２）、「どちらかといえば自分の活動を優先」を（＋１）、「自
分の活動と家庭生活を同時に重視」を（０）、「どちらかといえば家庭生活を優先」を（－１）、「家庭
生活に専念」を（－２）として、性別、配偶者・子どもの有無、就労の状況別に抽出し「希望」の選
択肢数値から「現実」の選択肢数値を引いた結果が１．５以上の方の割合です。

「市民意識調査」の３０～５０歳代の回答者の世帯型は、男女ともに配偶者も子どももいる割合が最も高

くなっています。しかし、配偶者も子どももいない、配偶者はいるが子どもはいない女性の割合は合わ

せて２～３割、男性では３～４割に昇り、ライフコースの多様化の一端が伺えます。

性別・年齢別にみた世帯型の割合

資料：「朝霞市男女平等に関する市民意識調査」（平成２２年実施）

「市民意識調査」から、配偶者も子どももいる３０～５０歳代の女性について就業状況別に生活で優先す

ることの現実と希望の格差をみると、５０歳代の無職（専業主婦）で、現実は家庭生活優先だが、希望と

しては自分の活動を優先したいという格差がより大きく現れています。

配偶者も子どももいる女性の生活で優先することの現実と希望の格差

資料：「朝霞市男女平等に関する市民意識調査」（平成２２年実施）
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